
五 

会
社
分
割
に
伴
う
労
働
契
約
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
号
） 

改 

正 

案 

現 

行 

 

（
労
働
者
等
へ
の
通
知
） 

第
二
条 

会
社
（
株
式
会
社
及
び
合
同
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

会
社
法
第
五
編
第
三
章
及
び
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
分
割
（
吸
収
分
割
又

は
新
設
分
割
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
労

働
者
に
対
し
、
通
知
期
限
日
ま
で
に
、
当
該
分
割
に
関
し
、
当
該
会
社
が

当
該
労
働
者
と
の
間
で
締
結
し
て
い
る
労
働
契
約
を
当
該
分
割
に
係
る
承

継
会
社
等
（
吸
収
分
割
に
あ
っ
て
は
同
法
第
七
百
五
十
七
条
に
規
定
す
る

吸
収
分
割
承
継
会
社
、
新
設
分
割
に
あ
っ
て
は
同
法
第
七
百
六
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
新
設
分
割
設
立
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
承
継

す
る
旨
の
分
割
契
約
等
（
吸
収
分
割
に
あ
っ
て
は
吸
収
分
割
契
約
（
同
法

第
七
百
五
十
七
条
の
吸
収
分
割
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
新
設
分

割
に
あ
っ
て
は
新
設
分
割
計
画
（
同
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
項
の
新
設

分
割
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る

定
め
の
有
無
、
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
異
議
申
出
期
限
日
そ
の
他
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

（
労
働
者
等
へ
の
通
知
） 

第
二
条 

会
社
（
株
式
会
社
及
び
合
同
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

会
社
法
第
五
編
第
三
章
及
び
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
分
割
（
吸
収
分
割
又

は
新
設
分
割
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
労

働
者
に
対
し
、
通
知
期
限
日
ま
で
に
、
当
該
分
割
に
関
し
、
当
該
会
社
が

当
該
労
働
者
と
の
間
で
締
結
し
て
い
る
労
働
契
約
を
当
該
分
割
に
係
る
承

継
会
社
等
（
吸
収
分
割
に
あ
っ
て
は
同
法
第
七
百
五
十
七
条
に
規
定
す
る

吸
収
分
割
承
継
会
社
、
新
設
分
割
に
あ
っ
て
は
同
法
第
七
百
六
十
三
条
に

規
定
す
る
新
設
分
割
設
立
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
承
継
す
る
旨

の
分
割
契
約
等
（
吸
収
分
割
に
あ
っ
て
は
吸
収
分
割
契
約
（
同
法
第
七
百

五
十
七
条
の
吸
収
分
割
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
新
設
分
割
に
あ

っ
て
は
新
設
分
割
計
画
（
同
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
項
の
新
設
分
割
計

画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
定
め
の

有
無
、
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
異
議
申
出
期
限
日
そ
の
他
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 
一
・
二 

（
同
上
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

２
・
３ 
（
同
上
） 
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